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平成３０年改正法附則 

改正法の施行期日 

‣改正法の施行期日 

第１項 この法律は、平成３１年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に

定める日から施行する。 

第一号 略 

第二号 前略 第８条の規定 中略 令和２年４月１日 

第三号 略 

改正後の短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第８条の規定は、原則とし

て、令和２年４月１日から適用するものとされたものです。 

短時間・有期雇用労働法の適用に関する経過措置 

‣短時間・有期雇用労働法の適用に関する経過措置 

中小事業主については、令和３年４月１日までの間、第７条の規定による改正後の短時間労働者及び有

期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第２条第１項、第３条、第３章第１節(第１５条及び第１８

条第３項を除く。)及び第４章(第２６条及び第２７条を除く。)の規定は、適用しない。 

改正後の短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第８条の規定は、中小事

業主については、令和３年４月１日から適用するものとされたものです。 


